
 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都と東京都中小企業団体中央会では、都内産業の活性化に向け、中小企業の技術・経営基盤

の強化を図るため、受注型中小企業（下請企業）を対象として、自社の技術・サービスの高度化・

高付加価値化に向けた技術開発等の取組を支援しています。 

この度、令和６年度第１回募集を開始しましたので、ご案内いたします。 

１．事業概要 

概 要 
自社の技術・サービスの高度化・高付加価値化に向けた技術開発等に要する経費の一部を助成 

します。 

対 象 者 

●東京都内に本店（組合は主たる事務所）があり、令和６年４月１日現在で引き続き２年以上

事業を営んでいる中小企業者等（会社・個人事業者・組合等） 

●上記中小企業者等によって構成される中小企業グループ 

申請区分 

●業種に関する区分 

【ものづくり区分】 

日本標準産業分類において「大分類 E 製造業」に該当する事業者が行う、自社の技術の高

度化・高付加価値化に向けた技術開発等を行うもの 

（取組例） 

◆薄型化・小型化に向け、加工技術の精度向上を図る取組 

【受託サービス区分】 

日本標準産業分類において「大分類 E 製造業」に該当する以外の事業者が行う、自社のサ

ービスの高度化・高付加価値化に向けた技術開発等を行うもの 

（取組例） 

◆受発注を可視化するシステムを構築し、顧客対応力を向上させる取組 

 
◎本事業は、下請企業の技術開発等を対象としており、最終消費者に直接提供される製品・サービスに関する取

組は対象になりません。 

●規模に関する区分 

【小規模企業区分】 

 中小企業基本法に定める小規模企業者に該当し、小規模企業区分での申込みを希望する事業者 

【一般区分】 

 上記以外の事業者及び上記に該当する事業者のうち、一般区分での申請を希望する事業者 
 

◎小規模企業区分に該当する事業者も、一般区分に応募することは可能です。 

対象期間 令和６年７月１日（月） ～ 令和７年９月３０日（火）（１年３か月以内） 

助成金額 
【小規模企業区分】 １，０００万円以内 

【一 般 区 分】 ２，０００万円以内 

助 成 率 助成対象経費の３分の２以内 

対象経費 
原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託・外注加工費 

産業財産権出願・導入費、技術指導受入れ費、展示会出展・広告費等 



＜申請手続＞ 

①申請書類の入手方法 

東京都中小企業団体中央会ホームページのサイドメニュー「明日にチャレンジ中小企業基盤強化事

業」（https://www.tokyochuokai.or.jp/sienseido/jyoseijigyou/asuchare.html）より様式をダウンロ

ードし、申請書作成のポイントと記載例を参考に作成してください。 

②申請方法 

申請書類は提出期間に、記録が残る簡易書留等の方法により、下記提出先まで郵送してください。な

お、持参、普通郵便、宅配便、ＦＡＸ、電子メール等による提出は、受付できませんのでご留意くだ

さい。 

③申請書類の提出期間 

令和６年４月１日（月）～ ４月８日（月）［当日消印有効］ 

④申請書類提出先及び問い合わせ先 

東京都中小企業団体中央会 支援事務局 

〒１０４－００６１ 東京都中央区銀座２－１０－１８ 東京都中小企業会館６階 

電 話 ０３（６２７８）７９３６  FAX ０３（６２７８）７５４５ 

２．事業説明会の日程・会場 

日時 会場 

令和６年３月６日（水） 

１４時から１６時まで 

定員 １００名 

（一財）日本教育会館 中会議室 

（千代田区一ツ橋２-６-２） 
都営新宿線・東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩3分  

 都営三田線 神保町駅 徒歩5分  

 東京メトロ東西線 竹橋駅 徒歩5分 九段下駅 徒歩7分 

 JR総武線 水道橋駅 徒歩15分 

令和６年３月１９日（火） 

１４時から１６時まで 

定員 ５０名 

（公財）東京都中小企業振興公社 多摩支社 ２階大会議室 

（昭島市東町３-６-１産業サポートスクエア・ＴＡＭＡ） 
JR青梅線 西立川駅 徒歩７分 

★事業説明会にご参加を希望される方は、東京都中小企業団体中央会ホームページ（https://www.tokyochuokai.or.jp/）  

から「第１回募集 事業説明会参加申込書（ＦＡＸ送信票）」をダウンロードして、必要事項をご記入のうえ

ＦＡＸしてください。 

なお、各会場とも定員に達し次第、受付を締め切らせて頂きますので、予めご了承ください。 

 

 

３．申請書類提出期間及び申請方法 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

※本事業は令和６年度歳入歳出予算が令和６年３月３１日までに東京都議会で可決された場合に実施します。 


